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埼玉県県民生活部人権・男女共同参画課 

 

埼玉県ＤＶ被害母子に対する心理教育プログラム実施業務委託に係る質問への回答 

 

No. 質問 回答 

1 インストラクターの日程を確保するためにあらか

じめすべての日程の施設の予約をする必要があ

る。民間団体では数か月より先の施設の予約をす

ることが困難なため、県で会場確保の協力をして

もらえないか。 

男女共同参画推進センター（With Youさ

いたま）での実施を希望される場合、事業

の実施に支障が出る等の合理的な理由があ

れば、検討します。 

 


